
補助金対象事業
①芸術・文化施設の魅力を高める施設の整備を行う事業者
②テレワーク環境の整備を行う事業者
③DXを推進する環境の整備を行う事業者

補助金額 上限：5０万円

補助率 1/2以内
（ただし補助対象経費の合計額が２０万円以上に限る）

対象経費 工事費用、備品購入費、委託料、原材料費　等
（詳細は交付要綱の別表(第5条関連)を参照の事）

北杜市地域魅力創造支援事業費補助金
魅力溢れる北杜市の未来を一緒に作りましょう！

北杜市が誇る芸術・文化の振興、テレワークなど新たな働き方の推進
またDXの取組を促進させる市内中小企業者や法人の新たな取組を支援します。

募集期間 ２０２5年9 月1日[月] ～10月31日[金]
応募書・添付書類を添えて未来創造課に提出してください

北杜市役所 未来創造課　

E-Mail: miraisouzou@city.hokuto.yamanashi.jp

応募書等は北杜市ホームページからダウンロードできます。

詳細は裏面をご覧ください➡

第3回

補助金応募受付中！

住所：山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
☎0551-42-1164



応募手続
(1) 提出書類
　①北杜市地域魅力創造支援事業費補助金応募書（様式第１号）
　②北杜市地域魅力創造支援事業費補助金事業計画書
　　（様式第2号。芸術・文化施設魅力向上事業及びテレワーク環境整備事業に限る。）
　　（様式第3号。DX推進事業に限る。）
　③北杜市地域魅力創造支援事業費補助金収支予算（決算）書（様式第4号）　
　④北杜市地域魅力創造支援事業費補助金市税の納付確認に関する同意書
　　（様式第5号）
　⑤北杜市地域魅力創造支援事業費補助金改修工事同意書（様式第6号）
・市長が必要と認める書類
　⑥事業者の事業概要が分かるもの（会社案内又は施設のパンフレット等）
　⑦位置図、平面図及び写真（実施予定箇所・内容が分かる資料）
　⑧積算金額の根拠資料（見積書、価格表等）
　⑨事業内容を説明する資料
　⑩その他市長が必要と認める書類

　申請書等は北杜市ホームページからダウンロードできます。
　　https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/31282.html

提出方法
・窓口へ持参またはメールにて送信
　　提出先：北杜市政策秘書部未来創造課未来戦略担当
　　　住所：山梨県北杜市須玉町大豆生田961-1
　　　電話：0551-42-1164
　　　e-mail：miraisouzou@city.hokuto.yamanashi.jp
　受付時間：平日午前8時30分から午後5時15分まで（土日祝日を除く）

注意事項

・令和8年3月31日までに完了できる事業に限る。
・提出された書類の返却は行わない。
・手続きに関わる費用はすべて自己負担とする。

審査について

・第3回審査委員会：令和7年11月11日(火)
　審査結果は、審査の終了後に速やかに申請者全員に通知を行う。


